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②
　
〜
　
歳
の
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
　

１６

１８

分
の
　
万
円（
所
得
税
の
計
算
で
は
　
　

１２

２５

万
円
）が
廃
止
さ
れ
、
扶
養
控
除
の
額
　

が
　
万
円（
所
得
税
の
計
算
で
は
　
万
　

３３

３８

円
）に
な
り
ま
す
。

　
所
得
税
の
扶
養
控
除
は
、
平
成
　
年
分

２３

か
ら
す
で
に
改
正（
廃
止
・
変
更
）さ
れ
て

い
ま
す
が
、
市
県
民
税
の
扶
養
控
除
に
つ

い
て
も
平
成
　
年
度
分
か
ら
次
の
と
お
り

２４

改
正
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
は
所
得

１６

控
除
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
市
県

民
税
の
均
等
割
の
課
税
・
非
課
税
の
判
定

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
な
ど
に
お

い
て
、
　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
記

１６

載
し
て
い
な
い
方
は
、
次
の
点
に
注

意
し
て
、
　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
名

１６

な
ど
を
記
載
し
た
「
市
県
民
税
申
告

書
」
を
税
務
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い

（
市
県
民
税
申
告
書
の
用
紙
は
税
務

課
窓
口
に
あ
り
ま
す
）。

酸
注
意
点

注
意
１
…
所
得
が
　
万
円
を
超
え
る

３８

方
は
、
税
制
上
の
扶
養
親
族
に
で

き
ま
せ
ん
。

注
意
２
…
他
の
親
族
の
扶
養
親
族
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
扶
養
親
族
に

で
き
ま
せ
ん
。
　
　
　

　
　
例
え
ば
子
の
場
合
、
父
・
母
両

方
の
扶
養
親
族
と
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の
扶
養
親
族

と
す
る
か
は
、
家
族
で
相
談
の
上
、

申
告
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
３
…
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る

方
は
、
扶
養
親
族
に
は
な
れ
ま
せ

ん
。

　
　
な
お
、
　
歳
以
上
の
扶
養
親
族

１６

に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。

くわしくは　税務課　緯２１‐５１１３

な
ど
に
影
響
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
確

定（
市
県
民
税
）申
告
や
年
末
調
整
の
際
に
、

　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
記
載
を
し
て
い

１６な
い
方
は
、
税
務
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

酸
改
正
点

①
　
歳
未
満
の
扶
養
親
族
に
係
る
扶
養
控

１６
　
除
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

市市県県民民税税の

正正改改
扶養控除が

されます

※１６歳未満の扶養親族の取り扱い

焔１６歳未満の扶養親族は所得控除の対象にはなりませんが、市県民税の所得

　割・均等割の課税・非課税の判定基準や特別寡婦の要件となります。

焔１６歳未満の扶養親族の障害者控除は、今までどおり所得控除の対象にな　

　ります。

焔税制上の扶養親族（および扶養親族数）が関係する制度（行政サービス）など

　に影響する場合もあります。

備　考

所得控除額（万円）

年　齢

所得税市県民税

廃止※　　０　　０１６歳未満

上乗せ部分の廃止　　３８　　３３１６～１８歳

　　６３　　４５１９～２２歳

　　３８　　３３２３～６９歳

同居老親等の場合は（　）内の数字　４８（５８）　３８（４５）７０歳以上

２０１２年５月号９

葛平成２４年度　市税などの納期限一覧滑

介護保険料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

国民健康
保険税

（普通徴収）
軽自動車税

固定資産税
都市計画税

市県民税
（普通徴収）

種目

納期限

随時
（１０期）

随時
（１０期）

随時
（１０期）

１期１期
随時
（６期）

５月３１日

１期７月２日

１期１期１期２期７月３１日

２期２期２期２期８月３１日

３期３期３期１０月１日

４期４期４期３期１０月３１日

５期５期５期１１月３０日

６期６期６期３期１２月２５日

７期７期７期４期１月３１日

８期８期８期４期２月２８日

随時
（９期）

随時
（９期）

随時
（９期）

随時
（５期）

４月１日

※最終納期限の後に納税額の更正などがあった場合、「随時」として課税されるこ
とがあります。

 
教
育
や
福
祉
・
医
療
の
充
実
、
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、
市
の
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
に
は
、
税
金
や
保
険
料
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、
納
期
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
期
限
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

市市市市市市市市市市市市市市市
税税税税税税税税税税税税税税税
・・・・・・・・・・・・・・
保保保保保保保保保保保保保保
険険険険険険険険険険険険険険
料料料料料料料料料料料料料料
のののののののののののののの
納納納納納納納納納納納納納納
期期期期期期期期期期期期期期

・
保
険
料
の
納
期
内内内内内内内内内内内内内内内

 
納納納納納納納納納納納納納納
付付付付付付付付付付付付付付
納
付
ににににににににににににににに
ごごごごごごごごごごごごごご
協協協協協協協協協協協協協協
力力力力力力力力力力力力力力
くくくくくくくくくくくくくく
だだだだだだだだだだだだだだ
ささささささささささささささ

ご
協
力
く
だ
さ
いいいいいいいいいいいいいいい

くわしくは
収税課
緯２１‐５１０３

納
付
で
き
る
場
所

焔
市
の
窓
口
…
収
税
課
、
足
利
銀
行
市
役

所
出
張
所
、
各
総
合
支
所
、
各
支
所
・

出
張
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

焔
金
融
機
関
…
足
利
銀
行
、
筑
波
銀
行
、

栃
木
銀
行
、
鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
中

央
労
働
金
庫
、
上
都
賀
農
業
協
同
組
合
、

み
ず
ほ
銀
行
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便

局（
関
東
地
方
・
山
梨
県
の
み
）

焔
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
市
税
の
み
）

・
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
は
、
納
付
書
の

裏
面
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。

・
納
期
限
内
に
限
り
ま
す
。

・
納
税
額
が
　
万
円
以
上
の
場
合
は
、
コ

３０

ン
ビ
ニ
で
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
介
護
保
険
料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付
は
、

で
き
ま
せ
ん
。

口
座
振
替
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
実
施
し
ま
す

口
座
振
替
の
メ
リ
ッ
ト

・
納
期
ご
と
に
納
め
に
行
く
手
間
が
省
け

 
ま
す
。

・
ご
希
望
の
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落

 
と
し
に
な
る
た
め
、
納
め
忘
れ
が
あ
り

 
ま
せ
ん
。

 
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中
に
申
し
込
ま
れ

た
方
に
、
粗
品
を
差
し
上
げ
ま
す
。
ぜ
ひ
、

こ
の
機
会
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

焔
期
間

　
５
月
１
日（
火
）〜
７
月
　
日（
火
）

３１

焔
対
象
と
な
る
方

　
平
成
　
年
度
中
に
次
の
対
象
種
目
に
賦

２４

課
が
あ
り
、
現
在
口
座
振
替
を
申
し
込
ん

で
い
な
い
方

焔
対
象
種
目

 
市
県
民
税
、
固
定
資
産（
都
市
計
画
）税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護

保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

焔
利
用
可
能
な
金
融
機
関

 
足
利
銀
行
、
筑
波
銀
行
、
栃
木
銀
行
、

鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
中
央
労
働
金
庫
、

上
都
賀
農
業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

焔
申
込
窓
口

 
収
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
、

各
支
所
・
出
張
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

焔
持
参
す
る
も
の

・
口
座
振
替
依
頼
書（
申
込
窓
口
に
あ
り

ま
す
）

・
預
金
通
帳

・
通
帳
印

・
納
税
通
知
書（
納
付
書
）


